
ＳＮＳのフェイスブックとＸ（旧：

Twitter）に、左記のウェルネットな

ごやに新着記事を掲載したことをお

知らせしています。 

登録していただくと、新着記事が

掲載されたことをリアルタイムに知

ることができます。 

ぜひ職員の方々にもお声かけいた

だき、フェイスブックやＸ（旧：

Twitter）で、名古屋市障害者支援課

を登録してください。 

登録方法は下記のとおりです。 

【フェイスブック】 

※ フェイスブックのアカウントを持っていない方は「いいね！」ができません。 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://www.facebook.com/ngy.shougaishashienka
右のQRコードを読み込むと接続が簡単です。 

「いいね！」をクリック（タップ）すると登録されます。 

【Ｘ（旧：Twitter）】 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://twitter.com/ngy_shoushi
右のQRコードを読み込むと接続が簡単です。 

「フォローする」をクリック（タップ）すると登録されます。 

※新着情報にて、重要な通知等をアップしておりますので随時確認してください。 

新着情報をリアルタイムにお知らせしています!! 
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機関コンサルテーション事業

発達障害の方に対する知識・支援技術の向上のため、対応困難なケースを抱える事業所に対

し、訪問型コンサルテーションを行います。事業所訪問、課題の整理、学習会を行った上で、事

業所での支援方法について一緒に考え、問題解決や状態改善を目指します。

＜対象となる機関＞

名古屋市内の発達障害児者を支援する事業所

＜申込方法＞

１．お電話でご連絡ください。

電話番号：052-757-6140

・簡単な聴き取りをさせていただきます。

・コンサルテーションで対応する場合は、初回訪問の日程調整を行い、申込書を送付します。

（注）相談内容によっては、講師派遣や他の関係機関をご案内する場合があります。

２．コンサルテーション申込書を記入し、電子メールかファックスで送ってください。

電子メールアドレス：links@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

ファックス番号：052-757-6141

＜コンサルテーション内容＞

事業所
事業所全体の知識・支援技術向上のため、ニーズを把握した上で全体学習

会を行い、フォローアップ訪問を行います。

個別ケース

対象者の支援について、アセスメント情報の聴き取りを行った上で、支援方

法の検討、助言、振り返りを繰り返し、状態改善を目指します。支援の前提と

して共通した知識が必須と考えるため、開始前に全体学習会を行います。

＜重点領域＞

強度行動障害

本市では、健康福祉局障害者支援課が成人対象の「名古屋市強度行動

障害者支援事業」を実施しています。

当センターでは、18歳未満の方を対象に、強度行動障害の予防・軽減を

目的としてコンサルテーションを行います。

触法障害者

発達障害の方が犯罪に巻き込まれる事例が増えています。意図せず加害

者となってしまう事例も発生しています。事業所として何ができるのか、多

職種連携のためにどう動いたらよいのか、コンサルテーションを行います。

（注）１８歳未満の方に関しては、児童相談所で対応しています。

＜その他＞

担当者個人としてではなく、事業所の依頼としてお申し込みください。費用はかかりません。

名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋
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コンサルテーションの流れ

電話申込

↓
申込書提出

初回訪問

全体学習会

アセスメント

情報聴き取り

全体学習会

支援方法検討

対応助言

フォローアップ

訪問 振り返り

フォローアップ

訪問

申
込
み

打
合
せ

事
業
所
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

個
別
ケ
ー
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋

（注）相談内容によっては、

講師派遣や他の関係機関を

ご案内する場合があります。
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本市では、障害児通所支援事業所等に所属する職員に対し、対人援助及び円滑

な組織運営のための知識や専門的技術等を習得することにより職員の能力の向

上を促すため、以下の研修・セミナーを実施しています。

研修の受託法人または名古屋市より各事業所へ開催案内を配布しますので、ぜ

ひご活用ください。 

高齢・障害福祉職員研修 
研修内容 障害福祉関係業務に従事するにあたり、必要な知識・技術を習

得するための研修 

対象者 全事業所職員 

※参考 令和 5年度：7月～2月 

（詳細については別添の令和 5年度実施計画参照）

介護保険・障害福祉サービス事業所経営セミナー 
内容 これからの介護・障害福祉人材の確保、育成のあり方と事業協

同組合の活用方法            

対象者 名古屋市内の事業所等を運営する法人の代表者 

※参考 令和 5年度：10 月、2月の計 2回実施 

強度行動障害児支援者養成研修事業 
研修内容 強度行動障害者の行動障害を軽減させ、安定した日常生活を送

ることができるよう、適切な支援を行う職員の人材育成を目的

とした研修 

対象者 全事業所職員（受講料：1万円） 

※参考 令和 5年度：9月、3月の計 2回実施 

障害児通所支援事業新規参入者研修 
研修内容 障害児福祉の制度、障害特性についての基礎的な研修 

対象者 障害児通所支援事業を初めて実施する法人又は事業所の法人代

表者もしくは事業所管理者等 

※参考 令和 5年度：11 月、3月の計 2回実施 

職員研修・セミナーのご案内
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障害児通所支援事業新規参入者等研修（初級研修） 
研修内容 発達障害への理解を深め、障害児支援技術の向上を図り、障害

児に対する支援の充実を図る研修 

対象者 障害児通所支援事業所に勤務する経験 3 年以下の職員 

※参考 令和 5年度：2月 実施 

障害児通所支援事業新規参入者等研修（中級研修） 
研修内容 事業者が障害児通所支援事業を実施する上で必要不可欠な障害

児の特性や障害児通所支援の制度に関する理解を深めることに

より、事業者が提供する障害児通所支援の質の向上に資するこ

とを目的と 

対象者 障害児通所支援事業所に勤務する児童指導員等 

※参考 令和 5年度：3月 実施 

小児救急救命講習 
研修内容 事業所での支援において、万一の時に適切な応急手当を行うた

めの知識・技術を習得する 

対象者 全事業所職員 

※参考 令和 5年度：7月 実施 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期等の措置が取られる場

合がございますので、ご承知おきください。 
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令和 5年　7月19日（水）

10：00～16：00

名古屋市総合社会福祉会館

令和 5年　 8月 4日（金）

10：00～16：00

名古屋市総合社会福祉会館

 【1回目】令和 5年　7月27日（木）

10：00～16：00

名古屋国際会議場

 【２回目】令和 5年12月20日（水）

10：00～16：00

名古屋国際会議場

令和 5年　7月14日（金）

10：00～16：40

オンライン研修

令和 5年　7月 4日（火）

10：00～16：00

名古屋市医師会館

 【1回目】令和 5年　8月30日（水）

 【２回目】令和 5年10月11日（水）

10：00～16：00（両日とも）

オンライン研修（両日とも）

 【1回目】令和 5年　9月13日（水）

名古屋市総合社会福祉会館

 【２回目】令和 6年　1月24日（水）

オンライン研修

10：00～16:30(両日とも）

令和 5年11月 9日（木）

10：00～16：00

オンライン研修

令和 5年　9月25日（月）

10:00～16:40

名古屋市総合社会福祉会館

令和 5年11月22日（水）

10：00～16:00

オンライン研修

令和 5年12月15日（金）

10:00～16:40

オンライン研修

令和 5年11月28日（火）

10：00～16：00

オンライン研修

令和 6年　1月26日（金）

10：00～16:00

オンライン研修

令和 5年　8月21日（月）

10：00～16：40

オンライン研修

令和 5年10月26日（木）

10：00～16:00

オンライン研修

【Aコース】令和 5年　7月 5日（水） 【Aコース】

【Bコース】令和 5年　7月 8日（土） 会計事務担当者

10：00～16：00（両日とも） 【Bコース】

オンライン研修（両日とも） 経営者・管理者

【Aコース】令和 5年10月 3日（火） 【Aコース】

【Bコース】令和 5年　9月30日（土） 会計事務担当者

10：00～16：00（両日とも） 【Bコース】

オンライン研修（両日とも） 経営者・管理者

【Aコース】令和 5年12月 8日（金） 【Aコース】

【Bコース】令和 5年12月 9日（土） 会計事務担当者

10：00～16：00（両日とも） 【Bコース】

オンライン研修（両日とも） 経営者・管理者

名古屋人権擁護委員協議会
人権擁護委員 渡邊 紀久子　氏

社会福祉法人なごや福祉施設協会
職員の皆様

名古屋人権擁護員協議会
人権擁護委員 岩田 竜司　氏

社会福祉法人名古屋ライトハウス
　明和寮 主任 逆瀬川浩二 氏
　戸田川ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞ 生活支援員佐藤佳祐 氏

人権・倫理研修
（中堅職員向け）

80

福祉従事者として身に着けておくべき人権や職業倫理に
ついて学び、職場での教育に取り入れてもらうとともに、他
所属・他職種の受講者同士で日々の業務を行う上でのア
ドバイスや悩みを共有する機会とする。

株式会社イコール
代表取締役 小林知久 氏

概ね経験年数
3～5年の職員

人権・倫理研修
（管理者向け）

80
管理者・

人事労務事務
担当者

管理者として身に着けておくべき人権や職業倫理につい
て学び、利用者の処遇の向上を目指すとともに、他事業
所等の受講者同士で日々の業務を行う上でのアドバイス
や悩みを共有する機会とする。

株式会社イコール
代表取締役 小林知久 氏

新任職員基礎研修
（高齢）

新任職員基礎研修
（障害）

100

100

高齢関係事業所
採用後１年未満

障害関係事業所
採用後１年未満

ファシリテーション
研修

80
概ね経験年数
3～5年の職員

ファシリテーターとしての役割やスキルを学ぶことで、会議
の活性化かつ効率的な進行が実現できるよう目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

株式会社日本マネジメント協会
田中　宏幸　氏

名古屋柳城短期大学
准教授　介護福祉士
大﨑千秋　氏

(参考)令和５年度　名古屋市高齢・障害福祉職員研修事業　年間実施計画

研修体系区分 研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

高
齢
・
障
害
福
祉
職
員
向
け
共
通
研
修

新
規
採
用
者
職
員
研
修

介護記録研修
各回
100

介護記録の意義や目的、重要性とサービス提供との関係
性、活用方法について学び、演習では例題をもとに実際
に介護記録を書き、介護職員として留意すべき記録の書
き方、他者が読みやすい記録の書き方を学ぶことで、正確
でわかりやすい情報の記録・共有ができるよう目指す。

効率的な時間の使い方を学ぶことで、利用者へのサービ
スの質を維持したまま、職員の負担の軽減や労働生産性
の向上を目指す。

対人援助技術研修
各回
100

対人援助職として経験の浅い方々を対象とし、よりよい対
人援助を実践するための基本的な知識・技術・態度を学
ぶ。
特に、支援が必要な人の人となりを理解し寄り添う「伴走
型支援」のあり方を中心に、アセスメントや多職種連携の
基本的な考え方を身につけていただくことをねらいとす
る。

社会福祉法人 半田市社会福祉協議会
事務局次長
コミュニティソーシャルワーカー
前山憲一　氏

福祉専門職として
の接遇研修

100 採用後１年未満
施設や事業所で障害をお持ちの方又は高齢等の利用者
の方との接し方といった、福祉の現場に特化した接遇方法
を演習を交えながら学び、利用者満足の向上を目指す。

よりそっと　代表　山本正子　氏

株式会社日本マネジメント協会　
福島清誠　氏

中
堅
職
員
研
修

スーパービジョン
研修

各回
80

概ね経験年数
3～5年の職員

中堅職員が指導法のひとつであるスーパービジョンの理
論、指導者であるスーパーバイザーと指導される者である
スーパーバイジーそれぞれの役割、実践法について学ぶ
ことで、職場全体の対人援助職としての専門性を向上さ
せ、利用者の処遇向上を目指す。

ソーシャルワーカーサポートセンター
名古屋（SSN)　代表　浅野正嗣　氏

タイムマネジメント研
修

80
概ね経験年数
3～5年の職員

社
会
福
祉
法
人
会
計
事
務
員
研
修

会計基礎研修Ⅰ 各100

一般社団法人名北労働基準協会　
企業内コンプライアンス教育推進室長
特定社会保険労務士　加藤豊　氏

メンタルヘルス研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

メンタルヘルスに関する知識を習得し、ストレスチェック制
度の効果的な活用法や、新型コロナ禍での自身や部下へ
のメンタルヘルスケア・対策について考え、職員の能力を
十分に発揮させられるよう目指す。

オフィス・イデア
特定社会保険労務士　上栁聡美　氏

管
理
者
研
修

人材定着研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

新型コロナ禍及び働き方改革の中での安心・安全で多様
で柔軟な働き方の実現、そのための職場の環境や制度の
整備、管理者の労務知識の向上から従業員の定着率向
上を目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

平松朗務事務所
社会保険労務士　平松和子　氏

労務管理研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

組織のコンプライアンスについて考え、事例を交えて適切
な労務管理の方法を学ぶことで、働きやすい職場環境の
整備につなげる。

会計基礎研修Ⅱ 各100

予算・決算対策研修 各100

・Ａコースは、社会福祉法人会計基準に則った決算処理や
予算作成のポイント及び作成の実務について学ぶ。
・Ｂコースは、社会福祉法人の予算・決算と事業計画につい
て学ぶ。法人が合併する場合の手続きの流れを理解する。

人材育成研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

人材育成の基礎知識や職場内のチームリーダーの育成
について学び、事業所内でのメンバーシップ、チームアプ
ローチの向上を目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

高崎健康福祉大学　健康福祉学部　
社会福祉学科　教授　永田　理香　氏

福祉従事者として必須である人権について学ぶとともに、
受講者同士の悩みの共有をおこなったり、新任職員の役
割を理解し将来像を描くことで、職員として成長するため
の取り組む姿勢を学ぶ。また、先輩職員や受講者同士が
日々の業務を行う上でのアドバイスや悩みを共有する機
会とする。

採用後3年未満

Aコース：税理士法人 田中・ 野会計
　　　　　　税理士　 野仁　氏

Bコース：税理士法人 田中・ 野会計
　　　　　　税理士　 野縫子　氏

・Ａコースは、簿記会計の役割とその基本的知識・重要
性、貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書の関
係、作り方の基礎を学ぶ。
・Ｂコースは、決算書の見方を具体例から学ぶとともに、自
法人の決算書からポイントとなる指標を把握し、評価する。
消費税のインボイス制度についての理解を深め、適切な
対応を考える。電子帳簿保存法の内容を知る。

・Ａコースは、社会福祉法人特有の会計処理、月次処理
等の基礎を学ぶとともに財務諸表の見方・経営改善のポイ
ントを把握する。
・Ｂコースは、業務を客観的に分析・再評価し、生産性向
上についてのイメージ作りを行う。経営戦略に基づく事業
運営を行うための基礎を学ぶ。

採用後3年未満

社会人としての　　
マナー研修

100 採用後１年未満

社会人として備えておくべき接遇・マナーの基礎知識、身
だしなみや言葉遣い、コミュニケーションスキルやクレーム
対応等を総合的に学び、利用者との良好な関係の構築を
図るとともに、利用者満足度の向上を目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

日本接遇教育協会　阿部ふみ 氏
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研修体系区分 研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

令和 5年12月14日（木）

10:00～16:00

日本福祉大学中央福祉専門学校

令和 5年 8月25日（金）

10:00～16:00

日本福祉大学中央福祉専門学校

 【1回目】令和 5年 7月24日（月）

 【２回目】令和 5年12月 5日（火）

名古屋市医師会館（両日とも）

10:00～16:00（両日とも）

令和 5年 8月24日（木）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 6年 1月18日（木）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年10月30日（月）

10:00～16:40

オンライン研修

令和6年1月31日（水）

10:00～16:40

名古屋市総合社会福祉会館

 【1回目】令和 5年　8月18日（金）

 【２回目】令和 6年　2月19日（月）

10:00～16:30（両日とも）

オンライン研修（両日とも）

令和 5年 9月11日（月）

10:00～16:00

名古屋市総合社会福祉会館

令和 5年11月13日（月）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年10月17日（火）

10:00～16:00

名古屋市医師会館

令和 5年11月27日（月）

10:00～16:40

名古屋市総合社会福祉会館

 【1回目】令和 5年　8月 3日（木）

 【２回目】令和 5年　8月 3日（木）

 【3回目】令和 5年　9月19日（火）

 【4回目】令和 5年　9月19日（火）

 【5回目】令和 5年12月　4日（月）

 【6回目】令和 5年12月　4日（月）

各回の時間は右記の通り

名古屋市医師会館（全日）

 【1回目】令和 5年　7月12日（水）

 【２回目】令和 6年　1月25日（木）

10:00～16:00（両日とも）

オンライン研修（両日とも）

 【1回目】令和 5年　7月25日（火）

 【２回目】令和 5年10月 6日（金）

10:00～16:00（両日とも）

オンライン研修（両日とも）

令和 6年　2月 9日（金）

10:00～16:40

オンライン研修

高齢・障害福祉
事業所職員

地域共生社会についての基礎知識及び実現に向けての
高齢・障害・障害児の施設や事業所での関わり方や取り
組み方、事例等について学ぶ。

日本福祉大学中央福祉専門学校
校長　長岩　嘉文　氏

ＳＤＧｓ研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

SDGｓについての基礎知識や、事例とともに施設や事業所
でどのような取り組みができるか、また取り組み方法を考え
る。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

一般社団法人ローカルＳＤＧｓネットワーク
木下聡　氏

地域共生社会研修 100

普通救命研修

よりそっと　代表　山本正子　氏

ターミナルケア研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

介護技術研修
（体位変換・移乗）

40
高齢・障害福祉
関係業務従事者

ボディメカニクス等の基礎知識と実技演習により職員の介
護技術を向上させ、腰痛予防と利用者の身体に負担の少
ない体位変換・移乗の実現を目指す。

日本福祉大学中央福祉専門学校　
介護福祉士科学科長　板部美紀子 氏
介護福祉士科専任教員　高木直美　氏

介護技術研修
（入浴介助）

40
高齢・障害福祉
関係業務従事者

入浴介助の目的や器具等の使い方を学び、実際に入浴
体験して利用者の気持ちを感じることで、利用者への安
心・安全なサービスの提供の実現を目指す。

日本福祉大学中央福祉専門学校　
介護福祉士科専任教員　高木直美　氏
介護福祉士科学科長　板部美紀子 氏

医療基礎知識研修
（障害）

60
障害関係事業所

職員

障害福祉施設において、利用者・医療機関との関わりの
中で必要となる、医療基礎知識や連携を円滑にする方法
を学ぶ。

一般財団法人 名古屋市療養サービス事業団
名古屋市中・東訪問看護ステーション　
所長　中村美喜　氏

精神障害研修 各100
高齢・障害福祉
関係業務従事者

障害特性や原因、関わり方について学ぶとともに、当事者
やご家族を招いて、本人たちの取り巻く環境や症状、ニー
ズを直接感じてもらう。

社会福祉法人親愛の里
　中村区障害者基幹相談支援センター
　センター長　関戸久美子氏
名古屋市精神障害者家族会連合会
　ご家族の皆様
特定非営利活動法人「名古屋サーティーン」
　代表理事　河合俊光　氏
および当事者の皆様

医療基礎知識研修
（高齢）

60 高齢関係事業所
職員

高齢者福祉施設において、利用者・医療機関との関わり
の中で必要となる、医療基礎知識や連携を円滑にする方
法を学ぶ。

一般財団法人 名古屋市療養サービス事業団
名古屋市中・東訪問看護ステーション　
所長　中村美喜　氏

薬学基礎知識研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

薬の服薬管理に関する基礎知識及び副作用や相互作
用、注意点について学ぶことで、利用者の安全の向上を
目指す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施しますので、終了時間が
異なります。

名古屋市薬剤師会　近藤満里子　氏

アンガーマネジメン
ト研修

100
高齢・障害福祉
事業所職員

怒りや悲しみ等の感情をコントロールし、状況を客観的に
見るための方法を学ぶことで、衝動的に感情が高まっても
自身で沈静化し適切に対処できる力の向上を目指す。

日本マネジメント協会
香山　由紀　氏

権利擁護研修 各100
高齢・障害福祉
事業所職員

判断能力が低下した方の権利を守るための成年後見制度
や障害者差別・虐待についての基礎知識や関係機関とそ
の役割などを学び、権利擁護の理解の向上を目指す。

名古屋市社会福祉協議会
権利擁護推進部　職員

防災研修 80 経営者・管理者等

自然災害の多発や、新型コロナウイルス感染という新たな
脅威がある中、今までの防災対策に加え、Withコロナの時
代での防災について考え、適切な防災体制づくりを目指
す。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

NPO法人　愛知県防災士会
理事　小塚達也氏

ターミナル期の利用者に対して、本人や家族が望む最後
を迎えるために、プロとしてどのような支援ができるのか、ま
た心構えや家族・職員のケアについて学ぶ。
※研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法に
ついての理解を図る研修を実施します。

元気がでる介護研究所
代表　高口光子　氏

排泄ケア研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

排泄ケアの意義やおむつの果たす役割と上手な使い方を
学ぶとともに、実技演習を通して排泄介助の負担軽減等、
スキルの向上を目指す。

各30
高齢・障害福祉
事業所職員

心肺蘇生法や止血法といった応急手当の知識・技術や
AEDの使用法について学び、緊急時に対応できる人材を
育成する。（６回とも同一内容）

【１回目】【３回目】【５回目】は午前コース　 ９:30～12:30
【２回目】【４回目】【６回目】は午後コース　13:00～16:00

感染症対策研修 各100

感染対策の基本となる手指衛生、環境衛生、ワクチンなど
について現状を振り返り、学びなおす。新型コロナウイル
スの感染伝播の状況を捉え、高齢・障害福祉事業所にお
ける基本的な感染対策を学習する。インフルエンザ、ノロ
ウイルスなどの健康被害を及ぼす感染症に対して、適切
な感染予防と発症時の迅速な対処について学習する。

浜松医科大学　医学部看護学科
教授　脇坂浩　氏

高齢・障害福祉
事業所職員

ＩＣＴ活用による
業務効率化研修

株式会社イコール
代表取締役 小林知久氏

福祉の職場でのICTを活用した業務効率化方法や事例等
を学び、業務負担の軽減とともに働き方改革の実現を目
指す。

高齢・障害福祉
事業所職員

各100

高

齢

・

障

害

福

祉

職

員

向

け

共

通

研

修

ス
キ
ル
ア
ッ

プ
研
修

応急手当研修センター　指導員
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研修体系区分 研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

令和 5年　9月 7日（木）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年　9月14日（木）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年11月16日（木）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年　8月31日（木）

10:00～16:00

名古屋市医師会館

【2日受講】令和 5年　9月 5日（火）

　　　　　　　令和 5年　9月 6日（水）

10:00～13:00(両日とも）

オンライン研修（両日とも）

 【1回目】令和 5年　9月27日（水）

名古屋市総合社会福祉会館

 【2回目】令和 5年11月 8日（水）

オンライン研修

10:00～16:00（両日とも）

令和 5年11月17日（金）

10:00～16:00

名古屋市総合社会福祉会館

令和６年　2月15日（木）

10：00～16：00

名古屋市総合社会福祉会館

令和6年　2月5日（月）

10：00～16：00

名古屋市総合社会福祉会館

令和 6年　1月17日（水）

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年11月 6日（月）

10:00～16:00

名古屋市総合社会福祉会館

障

害

福

祉

職

員

向

け

研

修

知的障害研修

強度行動障害研修 100
障害者(児)支援
関係業務従事者

強度行動障害の特性に配慮した支援法を学ぶことで、自
傷・他害行為を減らし、虐待の防止といった利用者の処遇
の向上を目指す。

国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園　職員の皆様

相談支援技術研修 50

100
障害者(児)支援
関係業務従事者

障害者総合支援法や障害者虐待防止法、差別解消法な
ど制度策定までの時代背景等の基礎知識を学ぶととも
に、利用者を支援するにあたっての姿勢を振り返る機会と
する。

椙山女学園大学　人間関係学部　
人間関係学科　
教授　手嶋雅史　氏

放課後等デイサービス事業の成り立ち等の背景や職員と
して必要な視点を確認するとともに、他機関との連携、利
用者及び家族との関わり方や支援方法を学び、職員のス
キル向上を目指す。

ＮＰＯあいち障害者センター
理事長　近藤直子　氏

100
障害者(児)支援
関係業務従事者

知的障害の特性について理解を深めるとともに、当事者
のニーズに基づくそれぞれに合った支援方法等を学び、
職員のスキル向上を目指す。

長野県北信圏域障害者生活支援センター所長　
日本相談支援専門員協会　顧問
相談支援専門員　福岡寿　氏

発達障害研修 100
障害者(児)支援
関係業務従事者

発達障害の特性及び行動の見方や目的、アセスメントに
ついて学ぶことで、どのような支援が必要かを判断する能
力等、職員のスキル向上を目指す。

アイズサポート　代表　伊藤久志　氏

サービス等利用
計画作成研修

50 相談支援専門員

サービス等利用計画作成の意義について理解し、アセス
メント、目標設定していく過程を学び、事例検討を通して
利用者特性を理解したマネジメント技術を高めることを目
指す。

特定非営利活動法人
愛知県相談支援専門員協会
代表理事　鈴木康仁　氏

職
種
別
研
修

分
野
別
研
修

障害福祉制度研修

サービス管理
責任者
・

児童発達支援
管理責任者

日本福祉大学　社会福祉学部　
社会福祉学科
教授　木全和巳　氏

就労支援研修 60
就労支援事業所
従事職員

認知行動療法のひとつである、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル
ズ・トレーニング）を学ぶことで、社会生活上で様々な困難
を抱える人たちの自己対処能力を高め、自立を支援する
技術の習得を目指す。

同朋大学　社会福祉学部　教授
社会福祉学科長（社会福祉専攻）
精神保健福祉士　吉田みゆき　氏

サビ管・児発管
のための
個別支援計画
作成研修

相談支援専門員

一人一人のニーズから支援を組み立てるため、ソーシャル
ワークアセスメントのために欠かせない面接技法を学ぶ。
また、ニーズ主導アセスメントを演習を通して経験すること
で、現場で実践できるアセスメントスキルの向上を目指す。

日本福祉大学　社会福祉学部　
社会福祉学科
教授　大谷京子　氏

放課後等デイサー
ビス研修

100

各100

制度の最新情報及び今後の動向を把握するとともに、利
用者の「望み」「生活」を支援するためにサービス管理責
任者・児童発達支援管理責任者としてどのような視点が必
要かを学び、計画作成スキル及び利用者へのサービス向
上を目指す。

グループホーム
世話人等研修

40
グループホーム
世話人等

グループホームの基礎知識を学び、事例検討を通じて、
利用者が安全で安心できる地域やホームなどの環境づく
りについて考えるとともに、世話人同士の情報共有・問題
の解決法等話し合う機会とする。

愛知県グループホーム整備促進支援制度
支援コーディネーター
前社会福祉法人あさみどりの会
グループホーム統括主任
丹下靖　氏

障害児支援
基礎研修

100
障害児支援

関係業務従事者

障害児支援の基本理念や児童の発達段階に応じた支援
方法や保護者との関わり方、障害児個別支援計画に基づ
く適切な支援について学ぶことで、障害児支援の質の向
上を目指す。

名古屋キリスト教社会館　加藤淳　氏
あさみどりの会　山本智恵　氏　他

障害児支援
関係業務従事者
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令和 2年 12 月 11 日に閣議決定された国の『防災・減災、国土強靭化のための 5か

年加速化対策』に基づき、引き続き社会福祉施設等の耐震化対策や安全性に問題のあ

るブロック塀等の補強・改修整備が求められています。 

社会福祉施設等の耐震化 

■新耐震基準施行（昭和 56 年 6 月 1 日）以前に建築された建物のうち、建築基準法

に基づく耐震基準を満たしていない建物については、耐震補強整備など、必要な対策

の検討を行っていただきますようお願いいたします。 

■賃貸等で建築年度や耐震補強の実施状況が不明な場合は、家主等に確認するなどし、

把握に努めてください。 

安全性に問題のあるブロック塀等の補強・改修整備 

■『ブロック塀等の点検基準』（次頁）を参考に安全点検を実施してください。 

■点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等については、速やかに付近通行者へ

の注意表示などを行ってください。併せて、補強・改修整備など、必要な対策の検討

を行っていただきますようお願いいたします。 

国庫補助制度等の活用について 

■耐震補強整備やブロック塀等の補強・改修整備は、国庫補助制度の対象となります。

補助協議を検討される場合は、お早めに子ども福祉課子ども発達支援係 電話：052-

972-3187）までご相談ください。 

社会福祉施設等の耐災害強化対策 

（耐震補強整備及びブロック塀等補強・改修整備）について 

◆国庫補助制度を活用した本市の補助制度について（令和 4年度整備協議分） 

〔耐震補強整備〕 

対 象：新耐震基準施行（昭和 56 年 6月 1 日）以前に建築された建物における地震防

災対策上必要な耐震補強整備 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 

〔ブロック塀等補強・改修整備〕 

  対 象：安全点検の結果、問題のあるブロック塀の工事を伴う補強・改修整備で、総

事業費 300 千円以上のもの 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 
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住宅都市局の助成制度について 

■名古屋市住宅都市局においても、耐震化やブロック塀の撤去に関する以下の助成制

度があります。ご活用ください。 

（参考）ブロック塀等の点検基準 

区 分 点検基準 

組積造 

※れんが造、石

造、鉄筋のない

コンクリートブ

ロック造 

高さ 1.2ｍ以下であること 

厚さ 壁頂までの距離の 1/10 以上であること 

控え塀 4ｍ以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え塀があること 

基礎 基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

補強コンクリー

トブロック造 

高さ 2.2ｍ以下であること 

厚さ 10 ㎝以上あること（高さ 2ｍ超の場合は 15 ㎝以上） 

控え塀 3.4ｍ以下ごとに塀の高さの 1/5 以上突出した控え塀があること 

基礎 コンクリートの基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

上記の調

査で問題

があった

場合 

(設計図等やブロックの一部取外し等により確認) 

・鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は建築基準法施行令（以下

「令」という。）第62条の6に照らして適切か。 

・鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。 

・基礎の根入れ深さは、令第61条又は第62条の8に照らして適切か。

一般的なブロック塀の図  

（出典 ：パンフレット「地震からわが家を守ろう」

日本建築防災協会 2013．1 より一部改変 ） 

〔耐震化関係〕

・耐震相談員派遣制度、耐震診断の助成、耐震改修工事の助成など 

（※事業所の建物構造等により対象とならない場合もあります） 

〔ブロック塀の撤去〕 

・道路に面する高さ 1m以上のブロック塀等の撤去に対する助成 

【問い合わせ先】住宅都市局耐震化支援室（市役所西庁舎 3F） 電話：052-972-2787 
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令和 6年度に予定されている補助事業は以下のとおりです。 

詳細につきましては、後日改めてご案内いたします。 

保育所等の防犯対策強化整備事業補助について（概要） 

１ 施策の目的 
  保育所等における防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラ設置や外構の設置・修
繕など必要な安全対策を講じるもの。 

２ 対象事業 
  次に掲げる整備等、保育所等の防犯対策を強化する工事を対象とする。 
① 門、フェンス等の外構の設置、修繕 
門、フェンス等の外構の設置、修繕等を行うための整備 

② 非常通報装置等の設置 
警察機関への非常通報装置等を設置するための整備 
（対象工事の例示） 
 ・110 番直結非常通報装置を設置する工事 
 ・カメラ付きインターホンを設置する工事 
 ・防犯カメラを設置する工事 
 ・人感センサーを設置する工事 
 ・その他、保育所等の安全管理に必要なもの 

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援について（概要） 

１ 施策の目的 
  パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置による子どものプライバシー保護や保護者から
の確認依頼等に応えるためのカメラによる支援内容（保育の実践記録等）の記録などを通じ、設
備に置ける性被害防止対策を支援するもの。 

２ 施策の内容 
  性被害防止対策を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサー
ライト等の設備の購入や更新を行う事業。 
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福祉
介護/看護/保育

建設
電気/工事/土木等

警備 運輸

ご存じですか？

事業主のみなさま

福祉・建設・警備・運輸関係に特化した人材を
募集したい関係事業主の方のためのコーナーです。
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こんな時にオススメ！

人材を確保したい

求人内容の
見直しをしたい

自社を
アピールしたい

就職支援コーディネーターの担当職員が
求人の充足に向けたプランを作成したり、
職場環境の魅力をアピールする方法について
アドバイスします。

☆事業所訪問等、求人条件の見直し等の求人充足支援
☆事業所見学会や就職面接会等の開催を通じた、
マッチング支援

〒465-8609
名古屋市名東区平和が丘1-2
TEL 052(774)1115(代表)
部門コード32#

ハローワーク名古屋東 ハローワーク名古屋中

〒460-0860
名古屋市中区錦2丁目14-25
ヤマイチビル3階
TEL052(855)3740（代表）
部門コード48#

ハローワーク名古屋南

〒456‐8503
名古屋市熱田区旗屋2‐22‐21
TEL：052（681)1211
部門コード46＃

〒491-8509
愛知県一宮市八幡4-8-7
一宮労働総合庁舎内
0586（45）2048  

ハローワーク一宮
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障害福祉サービス費等の
請求について

令和６年３月

愛知県国民健康保険団体連合会

介護福祉部 障害福祉課
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目 次

１．請求及び支払について …P.３

2 ．照会の多いエラーについて …P.21

4 ．銀行口座の変更について …P.29

5 ．「請求関連資料」等の掲載について …P.31

3 ．過誤申立（取下げ依頼）について …P.25
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◆１～１０日 請求期間

（土日祝も含み24時間受付。請求方法はインターネットのみ）

◆１１日～月末 審査

◆翌月第１営業日 返戻関連書類送付 ※該当がある場合のみ

◆翌月１０日 支払関連書類送付 ※該当がある場合のみ

（土日祝であれば前営業日）

◆翌月２０日 支払い

（２０日が土曜日の場合は前営業日、日曜日の場合は後営業日）

※通知書類の種類及び取得方法については、Ｐ15～Ｐ20をご確認ください

１．請求及び支払について

● 請求から支払の流れについて

1
5
0
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● 代理人請求と事業所単位の請求について

代理人請求とは、介護保険、または障害者総合支援における介護給付費等の請求事務を、

代理人が事業所に代わって行うことです。

（代理人請求のイメージ図）

事業所Ａ

事業所Ｂ

事業所Ｃ

（請求事務を委任）

事業所本店
（一括で請求事務）

（事業所単位の請求のイメージ図）

事業所Ａ

事業所Ｂ

事業所Ｃ

（各事業所で請求事務）
• 代理人請求を行う場合、事業所は代理人へ請求事
務を委任し、代理人は事業所から委任された請求
事務を行うため、国保連合会へ「代理人情報申
請」を行います。

• 代理人申請を行った代理人は、毎月、事業所に代
わって請求事務を行い、支払額決定通知書等の通
知書を取得し、事業所に渡します。

• 代理人を行った場合、事業所は、「請求／状況照
会／通知文書の取得」処理は出来ません。

1
5
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※テストID、本番用IDパスワードは、必ず仮パスワードから任意のパスワードに変更してください。

パスワードがわからなくなってしまった場合
・テストID、本番用IDパスワードについては仮パスワードを再発行しますので、国保連合会に
ご連絡ください。仮パスワードは原則郵送でのお届けになります。
・証明書発行用パスワードは電子請求受付システムホームページより再発行できます。
以前のパスワードで申請した証明書のダウンロードはできませんので、新たに証明書を発行
申請する必要があります。（別途発行手数料がかかります）

● 請求時のパスワード等について

1
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電子証明書の発行申請及びインストールを行う場合
証明書発行用パスワードが必要となります。そのため、証明書発行用パスワードを紛失し、電
子証明書の発行申請及びインストールを行うことができなくなってしまった場合、証明書発行
用パスワードを再発行する必要があります。再発行を行う前に、まずは国保連合会から送付さ
れた「電子請求登録結果に関するお知らせ」がお手元にあるか確認してください。「電子請求
登録結果に関するお知らせ」を紛失してしまった場合は、電子請求受付システムにログインし
以下の手順にて再発行を行います。

1
5
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当
月
請
求
分

請求期間内
（１～１０日）

・送信済データを取下げてから
修正データを送信してください。
・事業所のパソコンから取下げを行います。
・取下げ方法は
⇒P.10「請求期間内の取下げについて」へ

前月までの請求分
（返戻になっていないもの）

市町村に過誤申立を行ってください。
⇒P.25「3.過誤申立（取下げ依頼）について」へ

9

※当月請求分における１１日以降の取下げ及び修正は行えません。
翌月第１営業日の返戻等一覧表を確認し、前月までの請求分と同様に過誤申立を行ってください。

● 送信済データの取下げについて

請求データ送信後、誤り等に気付き、修正したデータを再度送信したい場合、
送信済データの取下げを行う必要があります。送信済データの取下げは、
時期によって対応方法が異なります。対応方法については以下のとおりです。

1
5
6



10

事
業
所

Ａ

1回目

Ａ’

2回目

返戻

連
合
会

電子請求受付システムデータ受付時の仕様について

①同じ「市町村番号・受給者番号・サービス提供月」のデータを２回送信した場合
→１回目に受付（送信）したデータを正当データとして扱い、当該データにて審査・支払を行います。
→２回目に受付（送信）したデータは重複請求で返戻（エラーコード：EC01）となります。

※２回目のデータが正当(１回目のデータが誤り)である場合、１回目の送信データを取下げしてください。

②市町村番号・サービス提供月が同じで受給者番号が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

※同一の市町村番号・サービス提供月の請求書が２回送信された場合、２回目送信の請求書のみが
重複請求で返戻となります。こちらに関しては、再請求する必要はありません。
（明細書データに基づき審査支払いを行うため。）

③市町村番号・受給者番号が同じでサービス提供月が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

①の場合のフロー図

● 請求期間内の取下げについて

1
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【簡易入力システムでの取下げ方法】

11

②

①

③ ④

⑥

⑤
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

 請求システムから取下げを行う場合

請求年月「令和年月」の送信待ちの請求情報があります。

請求年月を
当月にします

令和年月

令和年月日
令和年月日

令和年月日

令和年月

請求年月「令和年月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和年月」の印刷できる請求情報があります。

1
5
8



【取込送信システムでの取下げ方法】

12

①

② ③

⑤

④
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

請求年月を
当月にします 令和年月

令和年月日 10:00

令和年月日令和年月日
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 電子請求受付システム（WEBサイト）から取下げを行う場合

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②1

6
0
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③

④

⑤

処理対象年月＝請求年月。

例えば当月が令和5年５月であれば

処理対象年月＝20２3/0５の詳細

ボタンを押下します。

取下げたいデータの
取下げボタンを押下

取下げボタンのない
データは取下げできません

2023/05

2023/05

2023/05/05 10:00

2023/05

2023/05

2023/05

1
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 通知書類送付一覧

【請求翌月の第１営業日】

・障害福祉サービス費等支払決定増減表 ※請求書記載の金額と明細書の合計金額に差がある場合のみ

（返戻がある場合等）

・返戻等一覧表 ※返戻がある場合のみ

【請求翌月の１０日（10日が土日祝の場合は前営業日）】

・障害福祉サービス費等支払決定額通知書

・障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

・福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ ※処遇改善加算等を算定された場合のみ

・障害福祉サービス費等過誤決定通知書 ※過誤申立をされた場合のみ

※通知書類は郵送ではなく電子請求受付システム等に掲載されますので、各自取得してください。

※ご注意ください！

通知書類は取得から３ケ月を経過しますとシステムから削除されます。

原則郵送等での対応は行っておりませんので、

必ず印刷して保管するかパソコン内に保存する等してください。

● 通知書類について

1
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◇電子請求受付システム（WEBサイト）から取得する場合

①

②

電子請求受付システム総合窓口（http://www.e-seikyuu.jp/） にアクセス

代理請求（ユーザIDがHD～始まる）の場合も
「障害者総合支援の請求はこちら」からログインします。

各種通知書の取得について

1
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処理対象年月（請求年月）
で絞り込むこともできます

④
⑤

取得ボタンをクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.20

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

③

1
6
4



18

◇簡易入力システムから取得する場合

①

②

③ ④

⑤

⑥

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

請求年月「令和年月」の送信待ちの請求情報があります。

令和年月

請求年月「令和年月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和年月」の印刷できる請求情報があります。

令和年月

令和3年5月

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和１年5月1日

令和１年5月10日 10:00

令和年月日

令和年月日

「最新情報更新」をクリック
すると【ログイン】画面が表
示されます。電子請求受付シ
ステムの[パスワード]を入力
しログインします。

【情報】画面が表示されます。
＜ＯＫ＞をクリックします。

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.20

1
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◇取込送信システムから取得する場合

①
② ③

④

⑤

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.20

令和年月日 10:00

令和3年5月10日 10:00

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和3年5月1日

令和3年5月1日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日

令和年月日
令和年月日

令和年月

「最新情報更新」をクリッ
クすると【ログイン】画面
が表示されます。電子請求
受付システムの[パスワー
ド]を入力しログインします。

【情報】画面が表示されま
す。＜ＯＫ＞をクリックし
ます。

1
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◇デスクトップに保存したファイルを開く

請求システムから取得したアイコン（①）をダブルクリックすると
フォルダ（②）がデスクトップ上に作成されます

①

②
フォルダ（②）をダブルクリックします

③

電子請求受付システム（WEBサイト）から
取得した場合は②から進んでください

1
6
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

① EG01・EG02 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
認定情報が登録され
ていません

該当する受給者証番号が
受給者台帳に登録されて
いない

・受給者証番号に誤りが
ないか
・市町村番号に誤りがな
いか

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求
入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

② EG03・EG07 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いない

サービスコードに誤りは
ないか

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求
入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

③ EG13 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いるが、支給決定期間が
切れている

・受給者証の支給決定期
間が切れていないか
・他のサービスに切替っ
ていないか
・契約情報に終了した
サービスを載せていない
か（→P.23参照）

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求
入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

④ PP19 支給量：実績記録票
に該当するサービス
が請求明細書に存在
していません

①実績記録票のみ返戻等
一覧表に出力：明細書の
提出がない
②明細書と実績記録票が
対で返戻等一覧表に出
力：明細書にエラーがあ
るために実績記録票も連
動してエラーになった

①実績記録票と明細書
を併せて再請求
②明細書のエラーを修
正のうえ、実績記録票
と併せて再請求

◆一覧

２．照会の多いエラーについて

1
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

⑤ EC05 該当の請求情報は既
に受付済、または請
求情報内で重複する
情報が存在していま
す

契約情報に同じサービス
が２行以上記載されてい
る

契約内容報告書（確認リ
スト）に同じサービスが
複数記載されていないか
（→P.23参照）

最新の契約情報だけ記
載し、再請求。
（月途中で契約支給量
が変更になった場合で
も、契約情報には最新
のものだけを記載しま
す）

⑥ EC09 修正、または取消の
対象となる利用者負
担上限額管理結果票
が存在していません

修正対象となる、過去に
請求された上限額管理結
果票がない

上限額管理結果票の返戻
再請求分について、情報
作成区分を「修正」とし
て提出していないか
（→P.24参照）

情報作成区分を「新
規」で再請求

※返戻等一覧表に関する問い合わせ先

・エラーコードが「S」「T」で始まる場合：市町村の審査による返戻→該当市町村へ

・上記以外のエラーコード：国保連合会の機械審査による返戻→国保連合会へ

1
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⑤EC05 該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています

※同じサービスが２行記載さ

れていると「重複エラー」に

なります。

月途中で契約支給量が変更に

なった場合は変更後の契約情

報のみ記載してください。

【契約内容報告書】

「◆一覧」から③、⑤、⑥について詳細に解説します。

③EG13 資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません

“身体介護の請求なし”
でも返戻になります

【契約内容報告書】

【請求明細書】

◎受給者台帳上の支給決定：身体介護決定（Ｒ５.3.1～Ｒ５.4.30：終了）
家事援助決定（Ｒ５.3.1～Ｒ６.３.３１）

※終了したサービスを契約情報に載せてしまうとエラーになります。
サービス月時点で有効なサービスのみ記載してください。

《令和5年５月提供分》

令和5年3月1日

令和5年3月1日

令和5年3月20日

令和5年3月1日 令和5年3月19日

1
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⑥EC09 修正、または取消の対象となる利用者負担上限額管理結果票が存在していません

例）コクホタロウ（ハナコ） Ｒ５年4月利用分上限額管理結果票

令和５年５月受付分にて返戻（EC09エラー） → 令和５年6月再請求

【令和５年６月に再請求した上限額管理結果票】

情報作成区分が修正のため
EC09エラーに。
※返戻分の上限額管理結果票を
再請求する場合は
情報作成区分を「新規」のまま
提出してください。

最初の請求が
返戻になっている

令和 5年 4月分

令和5年5月受付分

令和5年4月

1
7
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 支払済、支払予定の請求データを取下げる場合は「過誤申立」という処理になります。
・過誤申立は受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で
請求してください。

※請求・審査・支払処理は、明細書データ単位で処理がされます。
市町村への過誤申立により、過去の明細書データに対し減額分のみが調整されることに
はなりませんので、必ず修正データを再請求する必要があります。

（翌月以降）

④訂正した内容
で再請求

③過誤処理結果通知

②過誤処理依頼

①過誤申立書の提出

３．過誤申立（取下げ依頼）について

1
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◆過誤についての注意点

②利用者負担上限額管理結果票は過誤申立をしても取下げされません。

①過誤申立データの送信時期について必ず市町村と調整を行ってください。

過誤申立の際には、「何月に連合会へ過誤申立データの送信をするのか」市町村へ確認していただき、
該当月の１～１０日に当月請求分に併せて過誤申立分を送信してください。

【過誤申立を行ったデータの再請求がない場合】
当月請求分の金額から過去に支払済の金額を取下げし相殺するため、
事業所からの請求金額より支払額が少なくなります。
なお、当月請求分の支払金額より過誤金額が上回った場合、
請求月翌月に事業所から国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。

※振込方法等については、国保連合会よりご連絡します。

利用者負担上限額管理結果票を修正する場合は、「情報作成区分」を「修正」としてデータ作成し請求して
ください。

※上限額管理事業所が他事業所で、自事業所の利用者負担額が変更となる場合は、上限額管理事業所より当
該結果票を送信していただく必要があります。

▼簡易入力システム・利用者負担上限額管理結果入力画面

26

令和年月分
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 同月過誤

【同月過誤】
国保連合会で審査確定した実績の取下げと取下げた分の再請求（正しい金額）を
同一月内で行うものです。

①令和５年１１月に●●市へ過誤申立書を提出します。（事業所）

②令和５年１２月に、国保連合会へ過誤申立データを送信します（●●市）

③令和５年１２月請求受付（事業所）
Ａさんの令和５年7月分の再請求及び令和５年11月提供５名分の請求をします。

④令和5年12月受付分が国保連合会で過誤調整され令和6年1月２０日に事業所へ支払われます。

27

過誤対象者・・・１名（Ａさん）
過誤対象年月・・・Ｒ５．７月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

<12月受付分>
○通常請求
対象者・・・5名
対象年月・・・Ｒ５．11月提供分
金額・・・100,000円
○再請求分
過誤対象者・・・１名（Ａさん）
過誤対象年月・・・Ｒ５．7月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※
再請求金額・・・20,000円

◆過誤請求の例

過誤申立書

請求明細書 サービス提供
実績記録表

12月請求分・・・5件 ＋100,000円

再請求分・・・1件 ＋ 20,000円

※過誤分・・・1件 － 30,000円

合計 90,000円 ←この金額が振込まれます。
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【通常過誤】
国保連合会で審査確定した実績の明細書の取下げだけを行うものです。
なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後に、国保連合会に再請求を行います。

①令和５年１１月に●●市へ過誤申立書を提出します（事業所）

②令和５年１２月に国保連合会へ過誤申立データを送信します（●●市）

③令和５年１１月提供５名分の請求をします。
令和５年１２月請求受付分より、過誤金額の全額が差し引かれ事業所へ支払われます。

④令和６年１月請求受付分で、再請求を行います（事業所）

⑤令和６年２月２０日に事業所へ再請求分が全額支払われます（国保連合会）

28

過誤申立書

過誤対象者・・・１名（Ｂさん）
過誤対象年月・・・Ｒ５．７月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

請求明細書 サービス提供
実績記録表

<12月受付分>
通常請求
対象者・・・5名
対象年月・・・Ｒ５．11月提供分
金額・・・100,000円
過誤金額・・・30,000円※

12月請求分・・・5件 ＋ 100,000円

※過誤分・・・1件 － 30,000円

合計 70,000円 ←この金額が振込まれます。
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障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届について

（１）変更手続きの方法

①内容に変更がある場合、お早めに国保連合会にご連絡ください。

国保連合会から該当事業所の「障害福祉サービス費等の請求および受領に関する届」を郵送します。

②郵送された「障害福祉サービス費等の請求および受領に関する届」の変更箇所を 朱書き+訂正印に

て修正し、国保連合会へご返送ください。

③２５日までに到着の場合は、翌月振込分より変更となり、

２６日以降に到着した場合は、翌々月振込分より変更となります。

※国保連合会で変更可能な項目は、請求者と口座情報（振込先、支店名、口座番号、

フリガナ（受領者）、（口座名義人）受領者）となります。

住所、電話番号等の変更は指定権者にお問い合わせください。

（２）委任状が必要な場合

・開設者と請求者が異なる

・開設者と受領者（口座名義人）が異なる

銀行口座の変更にあたっては、「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」の

再提出が必要となりますので、国保連合会にご連絡ください。

４．銀行口座の変更について

1
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 障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届記載例

必ずご提出ください！
・給付費の振込口座登録用の書類です。
・次月から請求したい場合は２５日まで
にご提出ください。

異動年月…請求データを送信する月を記入してください。
例：令和1年5月サービス分⇒令和１年6月請求未定の場合は
空欄でも可

フリガナは通帳のカナ（表紙裏に記載）
のとおりに記入してください

フリガナに合わせて記入してください
例： カ）マルマルマルサービス

株）●●●サービス

1
7
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電子請求受付システムのトップメニュー「請求関連資料」を活用することで
請求事務に必要となる資料を参照することができます。

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②

５．「請求関連資料」等の掲載について

1
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「ファイルまたはリンク」欄にある資料の
リンクをクリックすることで参照できます。

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。

サービスごとに報酬算定構造やサービス
コード表等を参照することができます。

1
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 「請求関連資料」のお勧め資料

 サービス実績記録票記載例

「サービス実績記録票記載例」のリンクを
クリックすると右図のように各サービスの
実績記録票記載例が参照できます。

1
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 サービスコード表

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。

1
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「サービスコード表【ＰＤＦ】」のリンク
をクリックすると右図のように各サービス
のサービスコード表が参照できます。
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サービス提供事業所等向けパンフレット（小冊子）「請求事務ハンドブック」が
電子請求受付システム（WEBサイト）の「お知らせ一覧」に掲載されています。

電子請求受付システム総合窓口 障害者総合支援の請求はこちら お知らせ一覧
2021/05/28 請求時にご活用いただける「請求事務ハンドブック」の改版について

掲載場所

請求情報の作成方法やよくある質問等が
記載された約30ページの小冊子です

「請求事務ハンドブック」の掲載
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※「障害福祉サービス費等の請求について」
の掲載場所
本会ホームページトップページ
→介護福祉関係の皆様
→障害福祉サービス事業所向け
→障害福祉サービス費等の請求について

お問い合わせの多い「市町村番号一覧表」および「地域区分表」の掲載場所のご案内となります。

◆「市町村番号一覧表」および「地域区分表」

 本会ホームページ「障害福祉サービス費等の請求について」より

当該リンクをクリックする
と右図が参照できます。
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 電子請求受付システム「お知らせ一覧」より

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②

1
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赤枠をクリックすると右図
の画面へ推移します。
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赤枠をクリックすると右図
が参照できます。
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水防法等における避難確保計画
の作成等の義務について

～災害時における避難情報と施設利用者の安全確保～

名古屋市防災危機管理局

1
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近年、豪雨による甚大な浸水被害が多発

① 東海豪雨 （H12.9）

時間最大降雨量 97mm、
総降雨量 566.5mmを記録
（名古屋地方気象台）

新川の破堤等により、
市内の広範囲で浸水被害
（市域の約４割）

新川破堤箇所
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② 関東・東北豪雨 （H27.9）

茨城県常総市において、鬼怒川の破堤等により、
広範囲で浸水被害（常総市域の約1/3）

近年、豪雨による甚大な浸水被害が多発

（国土交通省HPより）
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③ 北海道・東北豪雨 （H28.8）

近年、豪雨による甚大な浸水被害が多発

岩手県にて小本川氾濫により施設の入所者９名が死亡

（国土交通省HPより）

高齢者グループホーム 介護老人保険施設
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④ 平成30年7月豪雨 （H30.7）

西日本の広範囲に渡って、甚大な浸水被害が発生

岡山県倉敷市真備町 （国土交通省HPより）

近年、豪雨による甚大な浸水被害が多発
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⑤ 令和元年（前線による大雨、台風第19号）（R1.8,R1.10）

佐賀県大町町において、浸水被害に
より病院が孤立

長野県長野市 （国土交通省HPより）

近年、豪雨による甚大な浸水被害が多発

六角川

佐賀県大町町 （国土交通省HPより）

東日本の広範囲に渡って、甚大な
浸水被害が発生

千曲川
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「なごやハザードマップ防災ガイドブック」
には、ハザードマップに掲載している被害
想定や指定緊急避難場所等のほか、日頃
の備えや災害時の避難の仕方などを説明
しています。

本ガイドを読みながら、どのような災害が
起こりうるのか、災害時の避難行動をイ
メージし、施設の近くの指定緊急避難場所
と指定避難所を確認しておきましょう

適時適切な避難行動をとりましょう！
「なごやハザードマップ防災ガイドブック」で確認
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水害・土砂災害のリスクを確認

洪水等が起きた場合の浸水深を
色分けして示しています。

アンダーパス等の浸水時の
危険な箇所を示しています。

土砂災害（特別）警戒区域を
示しています。

＜洪水・内水氾濫・高潮・津波ハザードマップ＞

※画像は洪水ハザードマップ
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水害・土砂災害のリスクを確認
＜想定最大規模の浸水想定区域（洪水・高潮・津波）＞

愛知県の統合型地理情報システム「マップあいち」で確認

土砂災害情報マップ・水害情報マップ・高潮浸水マップ・津波災害情報マップから
土砂災害警戒区域、各河川の浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒
区域について確認できます。
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避難先は「指定緊急避難場所」へ

指定緊急避難場所

命を守るため、
「災害の危険から逃げるための場所」
（災害の種類ごとに異なる）1
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目安
時間

水
位
上
昇

堤防天端

【警戒レベル５相当】
氾濫発生情報

氾濫の発生

【名古屋市】

避難情報の発令

氾濫注意水位

避難判断水位
【警戒レベル４】
避難指示発令

氾濫危険水位

【警戒レベル３】
高齢者等避難開始

発令

堤防天端到達

計画高水位

-1h

-1.5h

0h

基準観測所水位等

【警戒レベル５】
緊急安全確保発令

洪水時の河川水位と避難情報の関係
【国、県、気象台】

洪水予報の発表
洪水予報河川の場合

【警戒レベル４相当】
氾濫危険情報

【警戒レベル２相当】
氾濫注意情報

【警戒レベル３相当】
氾濫警戒情報

1
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避難情報の種類と避難のタイミング
【警戒レベル３】高齢者等避難
＜とるべき行動＞避難に時間を要する施設利用者の避難を開始する段階

【警戒レベル４】避難指示
・災害が発生するおそれが高い状況
・対象地区内に居住する住民は全員避難行動をとる
＜とるべき行動＞従業員や管理者の避難を開始する段階

【警戒レベル５】緊急安全確保
・すでに災害が発生している状況
＜とるべき行動＞命を守る最善の行動をとる段階

1
9
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避難に関する情報の入手方法は？

広報車

防災スピーカー テレビ・ラジオ

緊急速報メール

2
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「きずなネット防災情報」で情報を入手

「きずなネット防災情報」とは

・本市から、避難に関する防災情報等を
「電子メール」で携帯電話やパソコンの
メールアドレスに直接配信するサービ
スです
・「登録」をお願いします

2
0
1



避難確保計画の作成と避難訓練の実施

【水防法等の規定】

洪水、雨水出水、高潮浸水想定区域内・津波災害警
戒区域内・土砂災害（特別）警戒区域内にある要配
慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）
の義務

① 避難確保計画※の作成
② 避難訓練の実施・報告
※ 施設利用者の水害・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の
確保を図るための計画

2
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避難確保計画の記載事項について

・水害・土砂災害・津波時の防災体制

・施設利用者の水害・土砂災害・津波時の避難誘導

・施設の整備（情報収集・伝達体制、避難誘導に
使用する設備又は資機材等の整備）

・防災教育及び訓練の実施 等

2
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避難確保計画作成・提出方法

・「名古屋市避難確保計画作成支援システム」上で
作成・提出をお願いします。

※システムへの案内文書は順次発送しております。

2
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災害を想定した訓練の実施

・気象情報や避難情報等の情報伝達訓練

・施設利用者の避難誘導訓練

・避難経路等の確認のための移動訓練

・施設利用者の保護者等への連絡訓練

・上階への移動訓練 等

「避難訓練実施報告書」を
「名古屋市避難確保計画作成支援システム」上にて作成・提出

2
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問い合わせについて

・説明会の内容確認や避難確保計画の作成方法
の相談など、お気軽にご連絡下さい

【問い合わせ先】
名古屋市 防災危機管理局 危機管理企画室

地域防災室
ＴＥＬ：０５２－９７２－３５２３
ＦＡＸ：０５２－９６２－４０３０

2
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令和 6年 3月 

 関 係 各 位 

名古屋市健康福祉局長 

福祉避難所の設置・運営へのご協力のお願い 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害への事前の備えとし

て、避難に際し配慮の必要な方（障害のある方、要介護・要支援認定のある方

等）を対象とした「福祉避難所」の指定又は協定を締結（以下、「指定等」と

いう。）することを推進しているところです。 

福祉避難所は、身体等の状況や医療的ケアの面で、入院や介護施設への入所

の必要はないものの、小中学校等の一般の指定避難所では、段差・トイレ等で

生活に支障をきたす方に避難していただく施設です。 

発災後、災害のおそれがなくなり、警報等が解除された時点で速やかに開設

し、原則として当該施設のサービス利用者とその家族のうちあらかじめ特定し

た方を速やかに受け入れる指定福祉避難所と、一般の指定避難所に避難してい

ただいた後に、その方々の状況を確認した上で移動していただく協定福祉避難

所があります。 

福祉避難所は、東日本大震災や平成 28 年熊本地震においても被災地の各地

に設置され、要配慮者の避難支援対策の中でも重要な役割を担っています。 

福祉施設・事業所の皆様におかれましては、福祉避難所の指定等についてご

検討くださいますようお願い申し上げます。 

もし、ご検討いただける場合は、下記 URL、QR コード「福祉避難所に関する

意向調査」（所要時間 5 分程度）にご回答いただきますようお願いいたします。 

福祉避難所の概要につきましては回答フォーム内参考資料をご参照ください。 

（参考）福祉避難所指定等か所数 

 189 か所（令和 5年 4月 1日現在） 

回答フォームはこちら 

https://logoform.jp/form/mX9C/382859  

 スマートフォンやパソコンを使って、URL または QR コードからアクセス

し、ご回答ください。 
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指定等対象となる事業所種別（名古屋市内にある福祉施設・事業所が対象） 

高齢者施設・介護サービス事業所 

1 通所介護 13 地域密着型特別養護老人ホーム 

2 地域密着型通所介護 14 介護老人保健施設 

3 予防専門型通所サービス 15 介護医療院 

4 ミニデイ型通所サービス 16 介護療養型医療施設 

5 運動型通所サービス 17 特定施設入所者生活介護 

6 通所リハビリテーション 18 地域密着型特定施設入所者生活介護

7 認知症対応型通所介護 19 養護老人ホーム 

8 小規模多機能型居宅介護 20 軽費老人ホーム 

9 看護小規模多機能型居宅介護 21 ケアハウス 

10 短期入所生活介護 22 住宅型有料老人ホーム 

11 短期入所療養介護 23 サービス付き高齢者向け住宅 

12 特別養護老人ホーム 

障害者（児）施設・障害福祉サービス（障害児通所支援）事業所 

24 生活介護   33 児童発達支援 

25 自立訓練(機能訓練)  34 放課後等デイサービス 

26 自立訓練(生活訓練)   35 共同生活援助 

27 就労移行支援(一般型)  36 短期入所 

28 就労継続支援(A 型)   37 宿泊型自立訓練 

29 就労継続支援(B 型)  38 施設入所支援 

30 療養介護  39 福祉型障害児入所施設 

31 地域活動支援事業  40 医療型障害児入所施設 

32 医療型児童発達支援 

【本件のお問い合わせ先】  名古屋市健康福祉局監査課（落合・野村） 

℡ 052-972-2510 Fax 052-972-4150 

E-mail: a2510-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 
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福 祉 避 難 所 の 概 要 資料１

福祉避難所とは、自宅が被害を受けて生活できない方のうち、一般の指定避難所や福祉避難スペ

ースでの生活が困難な要配慮者（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方）

を対象とした避難所であり、バリアフリー等の設備・体制が整った社会福祉施設等を利用して開設

されます。本市の福祉避難所には、指定福祉避難所と協定福祉避難所があります。※指定福祉避難

所と協定福祉避難所の相違点については、資料２参照

福祉避難所とは

身体等の状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない

方であって、避難所での生活において配慮を必要とする方とします。

対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます（介助者は１

人までとし、要配慮者数には算入しません）。※対象者の避難の流れについては、資料３参照

車いす利用者や一人での移動が困難な方など、小・中学校では段差があってトイレに行けな

いような方のために、ハード面で適している避難所に移ってもらうということを想定したもの

で、福祉避難所自体に対象者の介護をお願いするものではありません。

① 福祉避難所の設置、維持及び管理【夜間の宿直を含め１人以上の配置】

〔以下は個々の事業所の状況に応じて事前に取り決めます〕 

② 被災した要配慮者の福祉避難所への移送 

③ 被災した要配慮者や家族からの相談を受けたり、福祉・保健医療 

サービスを受けられるよう関係機関への連絡調整（要配慮者を概ね 

10 人受け入れ、相談員を１人配置した場合に限る） 

④ 食事の提供や生活必需品の支給 

社会福祉事業を行う事業所のうち、次に掲げる基準を満たす施設を、指定福祉避難所として指定

又は協定福祉避難所として協定を締結させていただきます。

＜指定福祉避難所・協定福祉避難所共通＞ 

① 土砂災害（特別）警戒区域の区域外に位置すること

② 耐震構造の建築物で、原則としてバリアフリー化がされていること

③ 避難者用スペース（1 人当 2 ㎡）が確保でき、利用にあたり無料であること

＜指定福祉避難所＞ 

④ 速やかに、特定の要配慮者の受け入れ、生

活関連物資を避難者に配付することが可能な

構造又は設備を有するものであること

⑤ 耐火構造の建築物であること

＜協定福祉避難所＞ 

④ 一般の指定避難所において、行政職員が振

り分けをした要配慮者の受け入れが可能な構

造又は設備を有するものであること

※ 福祉避難所を開設しながら通常事業を再開することは差し支えありません（再開にあたっては

事業所管課にご相談ください）。

※ 想定している事業所は、主にデイサービス等通所事業を行う施設ですが、特別養護老人ホーム

等入所施設についても、入所者（緊急入所を含む）の処遇に支障がない範囲でご検討ください。

災害救助法が適用され、法

による救助とみなされるも

のにかかる費用について

は、全額を市が負担しま

す。

指定福祉避難所・協定福祉避難所

福祉避難所の事業内容

福祉避難所の対象者
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福祉避難所制度の主な相違点 

名 称 指定福祉避難所 協定福祉避難所

対 象 者

原則として高齢者及び障害者の通

所施設のサービス利用者とその家

族 

発災後に一般の避難所において行

政職員が振り分けをした要配慮者

とその家族 

開 設 の

タイミング

発災後、災害のおそれがなくなり、

警報等が解除された時点で速やか

に開設 

発災後、4日目以降を目標 

避 難 方 法

在宅避難ができない場合や危険が

迫っている場合は最寄りの指定緊

急避難場所へ避難し、災害のおそ

れがなくなった後、速やかに避難 

まずは一般の避難所へ避難し、そ

こで行政職員が福祉避難所の対象

者を振り分けした後、福祉避難所

へ移送 

避 難 支 援

発災後、行政からの依頼を待つこ

となく、施設は安否確認及び避難

支援を行う 

発災後、行政から依頼があった場

合に、施設は可能な範囲で移送に

協力 

物資の備蓄

原則として食糧、水等の 3 日分を

施設にて予め備蓄 

（補助制度を令和4年度より開始）

4日目以降の開設のため、開設に併

せて行政が運び入れる 

（福祉避難所には備蓄しない） 

公表・公示

名古屋市地域防災計画に掲載する 

が、広く公表はしない 

施設名、所在地、受入れ対象者を

公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する

が、広く公表はしない 

費 用

災害救助法による救助とみなされ

るものにかかる費用について全額

を市が負担 

同左 

資料２ 
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資料３

大規模災害発生 

指定緊急避難場所 

指定避難所へ避難 

福祉避難スペース 

指定避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

指定福祉避難所 

要配慮者の避難支援のイメージ

発災後、概ね４日目

以降を目標に開設

家族・隣近所で助け合って

指定避難所等へ避難

重度の要介護認定の方

常時医療的ケアを要する方

など

対応・移送先を決定 

行政職員等 

指定緊急避難場所：命を守るため、災害の危険

からまずは逃げるための場所 

指定避難所：自宅が被災して帰宅できない場

合、一定期間、避難生活を送るためのところ 

※避難の方法の詳細はナゴヤ避難ガイドを参照

居住スペースでは避難生活が困難な要配慮者

原則として通所系

のサービス利用者

とその家族

福祉避難スペースでも避難生活が困難な要配慮者

協定福祉避難所 
施設への緊急入所 

医療機関へ入院 発災後、災害のおそ

れがなくなった後

速やかに開設
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令和 3 年度から厚生労働省にて運用を開始している「障害者支援施設等災害時情

報共有システム」（以下「災害時情報共有システム」という。）は、主に災害発生時

の被害状況等の把握・共有を目的として活用されております。そのため、被害状況

を踏まえた支援を実施するためにも、システム上へ各事業所の緊急連絡先等の情報

を登録する必要であることから、災害時情報共有システムへの登録に必要な事業所

情報をご回答頂きますようご協力をお願いいたします。 

１ 回答対象事業所 

名古屋市内にある全ての障害福祉サービス等事業所及び障害児通所支援事業所等 

※ すでに災害時情報共有システムの登録について回答いただいている事業所を

除く。 

２ 回答方法 

① ウェルネットなごやから「災害時情報共有システム登録様式」をダウンロード

し入手 

② 「災害時情報共有システム登録様式」に必要事項を記入 

③ 「災害時情報共有システム登録様式」を以下のアドレスまでお送りください。 

提出先メールアドレス：a2560-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

※ 複数の事業所を運営されている法人におかれましては、法人でまとめて回答

いただいてもかまいません。 

※ 提出の際のファイル名は「【法人名】災害時情報共有システム登録様式」とし

てください。 

３ システムへの登録について 

様式により回答いただいた情報をもとに、名古屋市で一括して災害時情報共有シ

ステムへの登録を行います。 

各事業所から直接システムへの登録は行えませんのでご了承ください。 

また、登録まで時間を要する場合がございますのでご了承ください。 

（障害者支援課推進係 ℡972-2558） 

障害者支援施設等及び障害児通所支援事業所等の 

「災害時情報共有システム」への登録に関するお願い
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【ウェルネットなごや該当ページへのアクセス手順】 

手順① ウェルネットなごやのトップページ「事業者の方へ」をクリックする。 

手順② 「障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務等」をクリックする。 

手順③ 「運営に関するお知らせ」をクリックする。 

手順④ 「事業所運営上の留意事項」をクリックする。 

手順⑤ 「防火・防災・防犯対策」をクリックし、ページの下の方へスクロールする。

手順⑥ 利用者の安否確認  

→「様式１ 安否確認結果報告書」 

手順⑦ 障害者支援施設(入所)・共同生活援助・短期入所・療養介護施設の被害状況 

→「報告様式」 

手順⑧ 障害者支援施設等及び障害児通所支援事業所等の「災害時情報共有システム」 

への登録について→「災害時情報共有システム登録様式」 

2
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改正食品衛生法が施行され、原則として全ての食品等事業者が、その規模や形態
等に応じて、次のいずれかの取組みが求められることとなりました。

現在取り組んでいる衛生管理を『見える化』することです。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは？

① 衛生管理計画
作成

② 実 行 ③ 記録・確認

④ 振り返り

HACCP 7原則に基づき、使用する原材
料や製造方法等に応じた計画を作成し、適
切な管理・ 記録を行う。

HACCPに基づく衛生管理

・大規模事業者等

・複合型そうざい製造業の事業者

・複合型冷凍食品製造業の事業者

・と畜業者など

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

各業界団体が作成する手引書を参考に、
一般衛生管理を基本とした計画を作成し、
チェックリストに記録する。

・小規模事業者等

・飲食店、給食施設

・そうざい・弁当の製造施設など

食品衛生について
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手引書は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の取り組みに対応するために、
業界団体が作成したものです。自分の業種に合った手引書を参考にしてください。

ＨＡＣＣＰ 手引書 検索

○ 手引書の作成例を参考に、衛生管理計画と記録表を作成しましょう

○ 食品に潜む危害要因（人の健康に害を及ぼす原因）を知りましょう

微生物

細菌
腸管出血性大腸菌
サルモネラ属菌
カンピロバクター等

ウイルス
［ノロウイルス等］

寄生虫
［アニサキス、クドア等］

化学物質

洗剤・消毒剤

殺虫剤

ヒスタミン

自然毒
［ふぐ毒・きのこ毒等］

硬質異物

金属片・ネジ

ガラス片

プラスチック片

石等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

一般衛生管理

取扱全般において基本となる管理

重要管理

調理・製造・加工・販売等で注意すべき管理

・原材料受入

・器具の衛生管理

・交差汚染防止対策

・従業員の健康管理等

・加熱・冷却

・冷蔵・冷凍保管

・殺菌

・異物混入対策等

「いつ」、「どのような方法
で」、「問題があった時ど
うするのか」を決めてお
きます

調理、製造等の工程
に応じた確認方法を
決めておきます

業種別手引書を活用しましょう

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書-厚生労働省

（水産物卸売業・一般衛生管理） （小規模な煮豆製造業・重要管理）

衛生管理計画で定めた項目
について毎日記録します

３つの危害要因

衛生管理計画で決めておく項目例

記録表の作成例

1 2 3

＋

※手引書には、業種に応じた危害要因とそれを効果的に防除する方法が記載されています。

手引書は厚生労働省HP
からダウンロードできます
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居酒屋など飲食店を利用する方へ居酒屋など飲食店を利用する方へ

食中毒予防のポイント

カンピロバクターとは？

写真：名古屋市衛生研究所

多くのカンピロバクター食中毒の事例で
生又は加熱不十分な鶏肉料理が提供されていました！

詳しい情報は、名古屋市
⇒公式ウェブサイトへ

・鶏や牛などの腸内に存在する細菌です。
・感染すると1～7日で腹痛・下痢・発熱などを
発症します。
・また、数週間後に合併症としてギラン・バレー
症候群を発症することがあります。

中心部まで加熱された料理刺身、しもふり、たたき
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令和５年８月 名古屋市保健所・ 保健センター

ギラン・バレー症候群とは？

カンピロバクターに感染した数週間後に合併症として発症
することがあります。手足の麻痺から始まり、顔面神経麻
痺、歩行困難、嚥下障害、重度なものでは呼吸困難を引き
起こします。

ギラン・バレー症候群を発症した事例

親子で飲食店を利用し、鶏のたたきを食べカンピロバクター
食中毒になりました。
子どもは快復しましたが、父親はギラン・ バレー症候群を
発症し、四肢の麻痺により日常生活に介助を要する状態と
なり、後遺障害1級と認定されました。

…自分の身を守るために

飲食店では、中心部まで十分に加熱
した鶏肉料理を選びましょう！

!!

「新鮮だから生で食べられる」、
「肉の表面を加熱すれば大丈夫」は 間違い！
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問合せ先： 名古屋市保健所食品衛生課
052－972-2646
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ウェルシュ菌による食中毒に
注意してく ださい

◇ウェルシュ菌とは？
・人や動物の腸管内、土壌、下水等の自然界に広く存在します。

・酸素のないところで増殖し、熱に強い芽胞を作ります。

芽胞は100℃で1～6時間加熱しても生き残ります。
・食品を介して腸内で増殖し、芽胞を作るときに毒素を産生します。

◇ウェルシュ菌による食中毒の特徴は？
・喫食後６～１８時間で主に腹痛、下痢等の症状がみられます。

・カレーやシチュー、スープ、煮物などが原因食品となることが多いです。

・一度に大量の調理を行う給食施設等で特に注意が必要な食中毒です。

令和５年６月 名古屋市保健所・ 保健センター

◇ウェルシュ菌による食中毒を防ぐには？
・菌や芽胞の増殖を防ぐために、調理後はすぐに食べましょう。

・加熱調理品の冷却時は小分けするなど、速やかに食品の温度を

下げましょう。

・再加熱する場合は、かき混ぜながら十分に加熱しましょう。

《ウェルシュ菌の増え方（カレーの例）》
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